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会員の倫理・資質向上委員会では、現在、会長諮問「医師会自浄作用活性化のため

の具体的方策について」鋭意検討しているところでありますが、この度、日本医師会

医師賠償責任保険制度において、医療事故を繰り返す医師に対して、専門職団体とし

て自律的に改善･指導を行うことについても検討し、日本医師会内に「（仮称）指導･

改善委員会」を設置することが望ましいとの結論を得ました。 

ここに中間答申として提言いたします。 
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１．はじめに 

 日本医師会では、これまで、歴代会長のもとで、会員の医道の高揚、倫理資

質向上、並びに専門職団体としての自浄作用活性化のために種々の方策を推し

進めてきた。 
 平成 10 年には、現在の「会員の倫理・資質向上委員会」が設置され、平成

12 年には新たな「医の倫理綱領」を制定し、平成 16 年には「医師の職業倫理

指針」が作成（平成 20 年に改訂）され会員に配布された。  
 また平成 14 年には会内に「自浄作用活性化委員会」が設置され、平成 17 年

に「自浄作用活性化推進に向けて」のハンドブックが示された。 
 倫理の実践には地域医師会における活動が重要で､現在、日本医師会としても

地域医師会の取り組みを推進するため、会員の倫理・資質向上委員会を中心に、

会員各自への教育、特に重要な情報の提供、また、都道府県医師会の関係者に

よるシンポジウムの開催、医師の行政処分に対する対応等についての検討を行

っているところである。 
 委員会の検討のなかで、医療事故防止のための対策として、特に医療事故を

繰り返す医師に対する再教育の重要性が指摘された。この問題はすでに「日本

医師会医師賠償責任保険調査委員会（以下、医賠責調査委員会）」で討議され、

各地域医師会で対応しているが、現状では十分とは言えない。日本医師会の主

導でさらに医療事故を繰り返す医師への教育･指導を強化すべきで、特に日本医

師会は本年４月に新たに公益社団法人に移行するにあたり、その取り組みを示

すことが喫緊の課題と考え、中間答申として提言する。 

 
２．繰り返し医療事故を起こす医師への対策の必要性 

 患者の安全確保対策を徹底するという観点から、医療事故の再発防止を図る

ために、日本医師会では、会内の医療事故防止緊急対策合同委員会からの提言

（平成 15 年 12 月）に基づき、医療事故を繰り返す医師を対象とした研修会「医

療事故防止研修会」を平成 17 年８月に実施している。 
 同研修会は、その後、毎年実施されているが、受講者を限定せずに行われて

いるため、繰り返し医療事故を起こす医師に対する日本医師会の自律的対応の
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強化の必要性が指摘されている。 
 現在、日本医師会医師賠償責任保険に付託されてくる医事紛争を調査する医

賠責調査委員会においては、医療行為の内容や紛争発生の頻度などから問題と

思われる会員を指摘し、医賠責調査委員会の名のもとに「注意・指導」を行う

よう都道府県医師会に要請している。 
 都道府県医師会で当該会員に対し「注意・指導」を行った後は、必須ではな

いが、日本医師会会長または担当役員宛に報告をいただいている。 
 しかし、このような地域医師会での取り組みに加え、さらに日本医師会が強

力な指導性を発揮し、医療事故を繰り返す医師に対する教育･指導に当たるべき

で､この医師会内での自浄作用の活性化は､特に公益社団法人として新たに出発

する日本医師会にとっても重要な課題であると言える。 

 
３．「（仮称）指導･改善委員会」の設置 

 会内に、日本医師会会長の下に標記委員会を設置することを提言する。 

 医賠責調査委員会において付託される事案から、医療事故を繰り返す医師に

ついて同調査委員会が選定し、会長に報告する。会長は当該医師について「（仮

称）指導・改善委員会」に諮問し、「（仮称）指導･改善委員会」は、都道府県医

師会との連携の下に、問題ある医師の医療事故事例を分析･調査し、個々のケー

スについて、具体的な指導・改善の目標、その目標を達成するための方策につ

いて決定する。指導･改善後の評価についても責任を持って行う。 

 詳細な委員会運営については、裁定委員会との関係も含め、別途検討された

い。 
 
 


